
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

自
動
車
の
自
動
運
転
の
技
術
の
実
用
化
に
対
応
し
た
運
転
者
等
の
義
務
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

自
動
運
行
装
置
の
定
義
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
二
条
関
係
）

自
動
運
行
装
置
の
定
義
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

作
動
状
態
記
録
装
置
に
よ
る
記
録
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
三
条
の
二
の
二
関
係
）

（
一
）
警
察
官
は
、
整
備
不
良
車
両
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
車
両
が
運
転
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
車
両
の
運
転
者

に
対
し
、
作
動
状
態
記
録
装
置
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
作
動
状
態
の
確
認
に
必
要
な
情
報
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
た

記
録
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
記
録
を
人
の
視
覚
又
は
聴
覚
に
よ

り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
す
る
た
め
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
車
両
を
製
作
し
た
者

等
に
対
し
、
当
該
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
自
動
車
の
使
用
者
等
は
、
自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
で
、
作
動
状
態
記
録
装
置
に
よ
り
（
一
）
の
情
報



を
正
確
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
運
転
さ
せ
、
又
は
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
の
使
用
者
は
、
作
動
状
態
記
録
装
置
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
記
録
を
、
内
閣
府

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三

自
動
運
行
装
置
を
使
用
し
て
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
の
運
転
者
の
義
務
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
七
十
一
条
の
四

の
二
関
係
）

（
一
）
自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
の
運
転
者
は
、
当
該
自
動
運
行
装
置
に
係
る
使
用
条
件
（
道
路
運
送
車
両
法

第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
運
行

装
置
を
使
用
し
て
当
該
自
動
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
自
動
運
行
装
置
を
使
用
し
て
自
動
車
を
運
転
す
る
運
転
者
が
、
当
該
自
動
運
行
装
置
に
係
る
使
用
条
件
を
満
た
さ
な

く
な
っ
た
場
合
等
に
お
い
て
、
直
ち
に
、
そ
の
こ
と
を
認
知
す
る
と
と
も
に
当
該
自
動
運
行
装
置
以
外
の
当
該
自
動
車

の
装
置
を
確
実
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
る
な
ど
の
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
一
条

第
五
号
の
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

第
二

携
帯
電
話
使
用
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
規
定
の
整
備



一

携
帯
電
話
使
用
等
に
関
す
る
罰
則
の
引
上
げ
（
第
七
十
一
条
、
第
百
十
七
条
の
四
及
び
第
百
十
八
条
関
係
）

（
一
）
自
動
車
若
し
く
は
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
を
運
転
す
る
場
合
に
お
い
て
、
携
帯
電
話

用
装
置
、
自
動
車
電
話
用
装
置
そ
の
他
の
無
線
通
話
装
置
を
通
話
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
当
該
自
動
車
等
に
持
ち
込

ま
れ
た
画
像
表
示
用
装
置
を
手
で
保
持
し
て
こ
れ
に
表
示
さ
れ
た
画
像
を
注
視
す
る
行
為
を
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を

引
き
上
げ
る
。

（
二
）
自
動
車
等
を
運
転
す
る
場
合
に
お
い
て
、
携
帯
電
話
用
装
置
、
自
動
車
電
話
用
装
置
そ
の
他
の
無
線
通
話
装
置
を
通

話
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
当
該
自
動
車
等
に
取
り
付
け
ら
れ
若
し
く
は
持
ち
込
ま
れ
た
画
像
表
示
用
装
置
に
表
示
さ

れ
た
画
像
を
注
視
し
、
よ
っ
て
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
を
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
引
き
上

げ
る
。

二

携
帯
電
話
使
用
等
に
関
す
る
反
則
金
の
限
度
額
の
引
上
げ
（
別
表
第
二
関
係
）

(

一
）
一
の
（
一
）
の
行
為
に
対
す
る
反
則
金
の
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
。

（
二
）
一
の
（
二
）
の
行
為
を
交
通
反
則
通
告
制
度
の
対
象
と
な
る
反
則
行
為
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。

三

免
許
の
効
力
の
仮
停
止
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
百
三
条
の
二
条
関
係
）



一
の
（
二
）
の
行
為
を
し
、
よ
っ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
人
を
死
亡
さ
せ
、
又
は
傷
つ
け
た
場
合
に
つ
い
て
、
運
転

免
許
の
効
力
の
仮
停
止
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
三

そ
の
他

一

自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
の
定
義
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
二
条
関
係
）

自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
の
定
義
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

運
転
免
許
証
の
再
交
付
申
請
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
九
十
四
条
関
係
）

運
転
免
許
を
受
け
た
者
が
公
安
委
員
会
に
運
転
免
許
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
、
運
転
免
許
証

の
記
載
事
項
の
変
更
届
出
を
し
た
と
き
等
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

三

運
転
経
歴
証
明
書
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
百
四
条
の
四
及
び
第
百
五
条
関
係
）

（
一
）
申
請
に
よ
り
運
転
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
安
委
員
会

を
、
当
該
取
消
し
を
行
っ
た
公
安
委
員
会
か
ら
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
運
転
免
許
証
の
更
新
を
受
け
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
運
転
経
歴
証
明
書
の

交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。



第
四

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

（
一
）
（
二
）
を
除
き
、
こ
の
法
律
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

号

）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
第
二
及
び
第
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。


